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1.職場のメンタルヘルス対策
〈ストレスチェック制度の実施状況〉

〈ストレスチェック実施結果の活用状況等〉

ひと、くらし、みらいのために
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ストレスチェック制度実施の背景

5

近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が５割

を超える状況にある中、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図るため、

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」（平成18 年3月31 日付け健康保持増進の

ための指針公示第３号。以下「メンタルヘルス指針」という。）を公表し、事業場における労

働者の心の健康の保持増進のための措置（以下「メンタルヘルスケア」という。）の実施を

促進してきたところである。

しかし、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が、

平成18 年度以降も増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること

が益々重要な課題となっている。

こうした背景を踏まえ、平成26 年6月25 日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正

する法律」（平成26 年法律第82 号）においては、心理的な負担の程度を把握するための

検査（以下「ストレスチェック」という。）及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に

義務付けること等を内容としたストレスチェック制度が新たに創設された。（平成27年12月1

日施行）

また、この新たな制度の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成15 年

法律第57 号）の趣旨を踏まえ、特に労働者の健康に関する個人情報（以下「健康情報」と

いう。）の適正な取扱いの確保を図る必要がある。



ストレスチェックの実施等が事業者の義務となる

○ 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程

度を把握するための検査（ストレスチェック）を実施することが事業者の義務

となります。

（労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務）

○ 検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本

人の同意なく事業者に提供することは禁止されています。

○ 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師

による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理

由とする不利益な取扱いは禁止されています。

○ 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置

を講じることが事業者の義務となっています。

本制度の⽬的
◆ ⼀次予防を主な⽬的とする（労働者のメンタルヘルス不調の未然防止）
◆ 労働者自身のストレスへの気づきを促す
◆ ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

■施行日 平成27年12月1日



ストレスチェックと面接指導の実施に係る流れ

医師による面接指導の実施

実施者（医師、保健師等※）によるストレスチェックを実施

労働者から事業者へ面接指導の申出

相談機関、専門医への紹介

事業者から医師へ面接指導実施の依頼

医師から意⾒聴取

衛生委員会で調査審議

ストレスチェックの結果を労働者に直接通知
※この他、相談窓口等についても情報提供

結果の事業者への通知に
同意の有無の確認

ストレスチェックの結果を
職場ごとに集団的分析

（実施者）面接指導の申出の勧奨

＜面接指導の対象者＞

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

※一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士が含まれる。

（実施者）
事業者に結果通知

※労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少等の措置を⾏う
※不利益取扱いの禁⽌

同意有りの場合

労働者に説明・情報提供

必要に応じて

全体の評
価

セルフケア
※必要に応じ相談窓⼝利⽤

事業者による方針の表明

（実施者）

（労働者） （実施者） （実施者）

※以下は努⼒義務

※申出を理由とする不利益取扱いの禁⽌

必要に応じ就業上の措置の実施

集団的分析結果を
事業者に提供

職場環境の改善のために活用

（実施者）

実
施
前

ス
ト
レ
ス
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ク
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接
指
導

集
団
分
析



ストレスチェックと集団分析及び職場の環境改善の実施に係る流れ

医師による面接指導の実施

実施者（医師、保健師等※）によるストレスチェックを実施

労働者から事業者へ面接指導の申出

相談機関、専門医への紹介

事業者から医師へ面接指導実施の依頼

医師から意⾒聴取

衛生委員会で調査審議

ストレスチェックの結果を労働者に直接通知
※この他、相談窓口等についても情報提供

結果の事業者への通知に
同意の有無の確認

ストレスチェックの結果を
職場ごとに集団的分析

（実施者）面接指導の申出の勧奨

＜面接指導の対象者＞

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

※一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士が含まれる。

（実施者）
事業者に結果通知

※労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少等の措置を⾏う
※不利益取扱いの禁⽌

同意有りの場合

労働者に説明・情報提供

必要に応じて

全体の評
価

セルフケア
※必要に応じ相談窓⼝利⽤

事業者による方針の表明

（実施者）

（労働者） （実施者） （実施者）

※以下は努⼒義務

※申出を理由とする不利益取扱いの禁⽌

必要に応じ就業上の措置の実施

集団的分析結果を
事業者に提供

職場の環境改善のために活用

（実施者）

実
施
前

ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク

面
接
指
導

集
団
分
析



ストレスチェック制度の実施が義務付けられた事業場のうち、所轄の労働
基準監督署に実施報告書の提出があった事業場

※１
は８割強

事業場規模 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 計

ストレスチェックを
実施した事業場の割合 82.9% 83.3% 90.2% 91.1% 99.0% 83.9%

※１ ストレスチェックの実施が義務付けられている事業場は、ストレスチェックの実施結果に関する報告書を所轄の労働基準監督署に提出する義務があります。報告書の提出
時期は、各事業場の事業年度の終了後など、事業場ごとに設定して差し支えないこととなっています。

１－１ ストレスチェック制度の実施状況（規模別）

0

50

100

％

ストレスチェックを実施した事業場の割合（規模別）
平成29年7月末の状況



１－２ ストレスチェック制度の実施状況（主な業種別）

事業場規模 製造業 建設業 運輸交通業 貨物取扱業 商業 金融・広告業 通信業 教育・研究業 保健・衛生業 接客娯楽業 清掃・と畜業

ストレスチェックを
実施した事業場の割合 86.0% 95.7% 85.7% 87.3% 76.1% 94.2% 90.2% 92.4% 84.9% 71.2% 67.1%

0

50

100

％

ストレスチェックを実施した事業場の割合（主な業種別）
平成29年7月末の状況

ストレスチェック制度の実施が義務付けられた事業場のうち、所轄の労働基準
監督署に実施報告書の提出があった事業場の主な業種別の状況



２ ストレスチェックの受検状況

事業場規模 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 計

ストレスチェックを
受けた労働者の割合 79.7% 78.6% 77.0% 76.7% 64.1% 78.7%

0

50

100

％

ストレスチェックを受けた労働者の割合
平成29年7月末の状況

在籍労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者は約８割



３ ストレスチェック実施者※２の選任状況

約６割の事業場で、事業場内の産業医等がストレスチェック実施者として
関与している

事業場規模 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 計

事業場内の産業医等 55.6% 61.8% 65.0% 70.3% 75.3% 59.3%

①事業場選任の産業医 48.3% 53.4% 51.8% 58.3% 67.0% 51.0%
②事業場所属の医師
（①以外の医師に限る）
保健師、看護師または精神保健
福祉士

7.3% 8.4% 13.2% 12.0% 8.3% 8.3%

外部委託の医師、保健師、看護師
または精神保健福祉士 44.4% 38.2% 35.0% 29.7% 24.7% 40.7%

0%

50%

100%

ストレスチェック実施者の選任状況
事業場選任の産業医 事業場所属の医師等 外部委託先の医師等

平成29年7月末の状況

※２ ストレスチェック実施者は、ストレスチェックの調査票の選定や調査票に基づくストレスの程度の評価方法、高ストレス者の選定基準の決定について、事業者に対して専
門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認するなどの役割があります。
ストレスチェック実施者は、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士から選任する必要があります。

100%

0%

50%



４－１ 医師による面接指導の実施状況

事業場規模 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 計

医師による面接指導を
受けた労働者の割合 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.6%

※３ 事業者は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定された者であって、医師による面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者が認めた者のうち、労働者から申
出があった者について、医師による面接指導を実施しなければなりません。

0
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医師による面接指導を受けた労働者の割合
平成29年7月末の状況

ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労
働者※３はごく少数



４－２ 医師による面接指導の実施状況

事業場規模 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 計

医師による面接指導を
実施した事業場の割合 20.7% 32.4% 51.5% 60.3% 75.3% 29.0%

0

50

100

％

医師による面接指導を実施した事業場の割合
平成29年7月末の状況

ストレスチェックを実施した事業場のうち、医師による面接指導を実施し
た事業場は約３割



事業場規模 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 計

①事業場選任の産業医 74.4% 75.8% 78.5% 81.0% 83.6% 76.2%
②事業場所属の医師
（①以外の医師に限る） 5.5% 7.6% 6.6% 7.3% 8.2% 6.7%

③外部委託の医師 20.1% 16.6% 14.9% 11.7% 8.2% 17.1%

４－３ 医師による面接指導の実施状況

医師による面接指導を実施した事業場のうち、約８割の事業場で、事業場
選任の産業医が面接指導を担当

0%

50%

100%

面接指導実施者の選任状況（事業場の割合）
事業場選任の産業医 事業場所属の産業医 外部委託先の医師

平成29年7月末の状況
100%

50%

0%



５ 集団分析実施状況

ストレスチェックを実施した事業場のうち、集団分析※４を実施した事業場
は約８割

※４ 集団分析とは、ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握することです。
なお、集団分析の結果を、業務内容や労働時間など他の情報と併せて評価し、職場環境改善に取り組むことが事業者の努力義務となっています。

事業場規模 50～99人 100～299人 300～499人 500～999人 1000人以上 計

集団分析を実施した
事業場の割合 78.7% 82.2% 84.7% 83.1% 86.0% 80.6%

0

50

100

％

集団分析を実施他事業場の割合
平成29年7月末の状況
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６－１ ストレスチェック実施結果の活用状況等

・ストレスチェック制度の実施状況を取りまとめた結果

ストレスチェックの実施率は83.9％

うち集団分析の実施率は80.6%

・集団分析を実施した事業場の活用状況等を把握

労働者数200人から299人の規模の内

無作為に選定した対象事業場に対して、アンケート調査を実施。

・調査結果の概要
・概ね全ての労働者が受検したのは、ストレスチェックを実施した事業場の半数

・集団分析を実施後、環境改善計画策定に活用していない事業場が約8割以上

・約4割の事業場がストレスチェック以外の方法で高ストレスな職場を把握
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６－２ ストレスチェック実施結果の活用状況等

項 目 実施率

高ストレス者のうち、面接指導に基づく就業上の措置を実施した事業場 23.8%

労働時間の短縮

10.0%

出張の制限

3.3%

時間外労働の制限

40.0%

労働負荷の制限

36.7%

作業転換

13.3%

就業場所の変更

30.0%

深夜業の回数制限

3.3%

休職

16.7%

上司による就業

上の支援の指示

26.7%

ハラスメント

研修の実施

10.0%

その他

13.3%

面接指導に基づく
就業上の措置の内訳

（複数回答結果集計）
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６－３ ストレスチェック実施結果の活用状況等

【その他の措置内容】（抜粋）

・医療機関への受診時間の確保

【措置を実施しなかった理由】

・高ストレス者の中から面接指導を希望される方がいなかった為

・本人が面接の希望をしなかったため、面接をしていない。
また、誰が高ストレスなのか分からないため、他部署に移りたいかアン
ケートを実施したが、異動の希望は無かった

・二度にわたり面接勧奨をしたが、申出が無かった

【措置後の効果】（抜粋）

・積極的に仕事に取り組んでいる

・本人からストレスが低減した旨の報告あり

高ストレス者の面接指導実施後の措置内容
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実施者が

してくれない

2.8%

する理由が

分からない

2.8%

費用が

かかる

22.2%

分析単位が

9人以下

19.4%

その他

58.3%

【その他の理由】（抜粋）
・努力義務だったので見送った
・分析する時間が無い
・どのように集団分析を利用すれば良いのか分からない

６－４ ストレスチェック実施結果の活用状況等

集団分析を実施していない理由
（複数回答結果集計）
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６－５ ストレスチェック実施結果の活用状況等

集団分析をした結果、
職場の環境改善計画を策定

項 目 策定率

策定した 14.4%

策定していない 85.6%

職場の環境改善計画を
策定していない理由
（複数回答結果集計）

【その他の理由】（抜粋）
・集団分析を行っていないため
・箇所により高ストレス者数に偏りはあったが、集団分析を行っておらず、高ス
トレスな職場があると断定できなかったため

・現時点では環境改善を実施すべき程度ではないと考えるため
・常時取り組んでいるため、ストレスチェックの実施をきっかけとする計画は特
に策定していない

高ストレスな職場が

なかった

63.6%

高ストレスな職場が

あったが、環境改善の

認識がなかった

39.0%

職場の環境改善計画の

立案方法が分からない

7.8%

職場の環境改善計画を

立案するための人員や

時間を確保できない

10.4%

業務内容から職場の

環境改善ができない

職場である

5.2%

その他,

14.3%
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６－６ ストレスチェック実施結果の活用状況等

ストレスチェック以外の方法で高ストレスな現場を把握した事業場

項 目 実施率

ストレスチェック以外の方法で高ストレスな職場等を把握した事業場数 40.5%

ストレスチェック
以外の把握方法

（複数回答結果集計）

【その他の把握方法】（抜粋）
・以前から、風通しのよい職場風土になるよう気遣いしている
・安全衛生委員会において、半年に一度長時間労働者を洗い出し、対象者・上司
にヒアリング実施と改善策を提出させている

・安全衛生委員会での意見聴取の結果

産業医の

職場巡視結果

39.2%

衛生管理者の

職場巡視結果

31.4%

部署別労働時間

調査結果

54.9%

職種別労働時間

調査結果

21.6%

職員アンケート

調査結果

25.5%

その他

21.6%
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６－７ ストレスチェック実施結果の活用状況等

職場の環境改善実施後の成果
（複数回答結果集計）

数値的な成果の

分析は未実施

23.1%
高ストレス職場の

数値が減少

7.7%

新規採用者の

退職率が低減

7.7%

精神障害による

休職者が減少

7.7%

ハラスメントに

関する相談が減少

7.7%

業務効率化の進展、

労働生産性の向上

7.7%

現在のところ

成果は認められない

46.2%

その他

38.5%
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６－８ ストレスチェック実施結果の活用状況等

成 果（抜粋）

・管理者の職場巡視の結果、管理者側と作業者側でコミュニケーションの向上に

つながっている

・残業時間の減少・雇用トラブル減少した

・ストレスチェックの実施により、休職に至る前に面談が出来た、面談の意識づ

けがされた事、職員個人が相談する先が明確になった

・今後、職場環境を判断する重要な指標として活用

問題点（抜粋）

・情報の取扱いが難しい・実施の対応が消極的

・現在、業務負荷の多い所属に人員補強をしようと活動しているが、採用予定人

数には達していない。また、採用して入社したとしても半年位過ぎないと戦力

向上には繋がらず、成果を確認出来るのはその後になると懸念している

・高ストレス者と判断された職場がなかった為、環境改善計画の策定ができない

環境改善後のその他の成果や問題点
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６－９ ストレスチェック実施結果の活用状況等

、

。

【総括】

ストレスチェック制度の実施状況及びアンケート調査の結果、

引き続き、ストレスチェックの目的である「セルフチェック」

と「職場の環境改善」に関する周知が必要であることが認めら

れました。

事業場に対しては、適切な情報管理の基で労働者との信頼関係

を高め面接指導等を申し出やすい職場環境づくりの構築に加え、

集団分析の活用等に関しても周知が必要です。

また、労働者へは、「自身の気づき」、「メンタルヘルス不調

が未然に防止できる場合がある」、「面接指導の重要性」につ

いて、直接労働者へ訴えかける手法を検討する必要があります。



2.働き方改革実行計画に基づく

「事業場における治療と職業生活の両立支援」

ひと、くらし、みらいのために



治療と仕事の両立について① ～患者の現状とニーズ～

48%

10%

30%

4%
8%

現在も勤務している
休職中である
依願退職した

（※１）出典：2013がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査「がんの社会学」に関する研究グループ、研究代表者 静岡がんセンター山口建

日本の労働人口の約３人に１人が何らかの疾病を抱えながら働いている

診断

確定

時, 

31.7％

最初の

治療

中, 

11.6％

治療終

了後か

ら復職

まで, 

11.1％

復職

後, 

18.6％

再発

後, 

7％

その他, 

11.6％

出典：平成２７年度厚生労働科学研究費補助金、厚生労働省
がん対策推進総合事業 働くがん患者の職業復帰支援
に関する研究高橋班 より

（※１）

離職をする人が約34％存在

不妊治療を受けながら働く人も増えている

１．患者の現状

14万人

39万人

0

20

40

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

（万人）

※日本産科婦人科学会集計

◆体外受精による出生児

しかし、例えば、がんの場合は・・・

337 

149 109 75 62 27 23 
0

50
100
150
200
250
300
350

高血圧 糖尿病 アレルギー 心疾患 メンタル がん 脳血管疾患

出典:厚生労働省平成25年度国民生活基礎調査

（万人）

全疾病
2,007万人

（主要疾病合計 782万人）

◆罹患しながら働く人数（主な疾病）

治療開始前に約40％の人が離職

◆不妊治療（体外受精）の治療延べ件数（人）

離職

34％

診断から最初の治
療まで,8.5％

治療開始
前に離職

40.2％

勤務継続

約半数

出生児数

体外受精出生児数

109万人

19,587人
（1.8％）

【Ｈ18】

100万人

47,322人
（4.7％）

【Ｈ26】



7%

13%

14%

16%

31%

43%

47%

55%

63%

68%

0% 20% 40% 60% 80%

その他

診断時に渡される仕事に関するQ&A集

ハローワークにカウンセラーや相談窓口設置

職場内にカウンセラーや相談窓口設置

再雇用の制度

職場の人々の精神的な支え

柔軟に配置転換できる制度

がん・後遺症等について周囲の理解

長期の休暇や休暇制度

勤務時間を短縮できる制度

治療と仕事の両立について① ～患者の現状とニーズ～

（※２・３）出典：2013がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査「がんの社会学」に関する研究グループ、研究代表者 静岡がんセンター山口建

5%

8%

13%

23%

29%

37%

0% 20% 40%

解雇された

辞めるように促された、もしくは辞めざるを得ないような配置

転換をされた

もともと辞めるつもりだった

治療や静養に必要な休みをとることが難しかった

会社や同僚、仕事関係の人々に迷惑をかけると思った

仕事を続ける自信がなくなった

（※３）

（※２）

２．患者等のニーズ

はい

69%

いいえ,
29%

その他,
1%

無回答 1%

『職場で「不妊治療をしている」と周囲に話しづらく感じま

したか？』

不妊治療の両立のために必要なこと

職場で不妊治療を周りに話しづらく感じたかがん患者の離職理由

がん患者が両立のために必要なこと

2%

12 %

21%

23%

29%

48%

74%

75%

その他

カウンセリング機関の設

置

情報提供や啓発活動

支援要員の雇用制度

再雇用制度

治療費の融資・補助

就業時間制度

休暇・休業制度

『職場からどのようなサポートが欲しいですか？（複数

回答）』

出典:NPO法人 Fine 
「仕事と治療の両立についてのアンケート」（2015）

柔軟な働き方等の企業の取組が
不十分、相談体制も不十分

事業主に伝えにくい

治療を続けながら働くための
制度や社内の理解が不十分



治療と仕事の両立について② ～課題と対応～

● 治療と仕事を両立できる社内制度の整備や職場の理解の醸成が課題。

①患者ニーズに応じた働き方の選択肢の提供①患者ニーズに応じた働き方の選択肢の提供

３．課題

22%

6%

10%

62%

就労担当者の配置（88箇所）

ハローワークとの連携（22箇所）

両方実施（40箇所）

その他（249箇所）

計150か所
（全399か所の38％（平成28年））

②患者にとって身近な相談先の整備②患者にとって身近な相談先の整備

● がんを例にみると、がん診療連携拠点病院で就労専門家の配置やハローワークとの連携による
相談支援体制は38％のみ。

22.4%

11.5%

77.6%

78.6% 9.9%

有り

無し

無回答

○病気休暇制度のある企業割合（常用雇用者30人以上民営企業、※１）

○病気休業からの復帰支援プログラムのある企業割合（常用雇用者50人以上民営企業、※２）

【参考１】
・時間単位の年次有給休暇がある企業割合（常用雇用者30人以上民営企業、※３）

・在宅勤務（テレワーク）を導入している企業割合（常用雇用者100人以上民営企業、※４）

・年次有給休暇を病気や急な用事のために残しておく必要があると思う労働者の割合（※５）
34.6% 30.0%

16.4% 5.9% 11.0% 2.1%

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない
そう思わない 無回答

16.2%

16.2%

83.8%

83.8%

有り

無し

出典：※1厚生労働省平成25年就労条件総合調査、※2平成25年メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の
両立支援に関する調査（（独）労働政策研究・研修機構）、※3厚生労働省平成27年就労条件総合調査、※4
総務省平成27年通信利用動向調査、※5平成23年年次有給休暇に関する調査（（独）労働政策研究・研修機構）

③国としての役割認識の明確化③国としての役割認識の明確化

● 「治療と仕事の両立」を働く方々の健康管理に係る行政課題として明確に捉え、国として、企業や医療機関等の取組を積極的に促進、支援する必要。

● 医療機関の就労支援機能は量、質ともに不足

・「患者サポート体制充実加算」（診療報酬）算定医療機関数は伸び悩み。
3,477(H25) → 3,478(H26) → 3,422（H27）

・社会福祉士の養成カリキュラム全1,200時間中「就労支援サービスに関する知識」は15時間のみ。



治療と仕事の両立について② ～課題と対応～

４.今後の対応

①企業文化の抜本改革①企業文化の抜本改革

③患者に対する相談の充実③患者に対する相談の充実

【企業】
○ 全社員の健康に対する経営トップ、管理職等の意識改革
○ 休暇、テレワーク等両立が可能な社内制度の充実
○ 産業医、産業保健スタッフ等、社内体制の充実と理解

【企業】
○ 産業医、産業保健スタッフによる相談体制の充実、管理職
等の教育

【医療機関】
○ 診断当初から就労の相談支援ができる環境の整備（相談
可能な医療機関等の増加）

②企業と医療機関の連携の強化②企業と医療機関の連携の強化

【企業】
○ 主治医、産業医等の連携体制の構築、充実

【医療機関】
○ 就労支援に対する医療機関の役割の明確化と体制充実
（主治医の主導的役割の強化、医療ソーシャルワーカー等
による支援体制の充実）

治療と仕事の両立が普通にできる社会を目指す

【厚生労働省】
○ 「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイ
ドライン」（平成28年2月策定）の普及

○ 企業向け「疾患別サポートマニュアル」を新たに策定の方針
○ 先導的な事例の収集と普及、中小企業への支援等

【厚生労働省】
○ 企業と医療機関の連携の中核となる専門人材の育成
○ 医療機関向け企業連携マニュアルを新たに策定し、研修

【厚生労働省】
○ 個人ごとの「治療と仕事両立プラン」の作成・実現を支援す
る仕組みづくり（患者の精神的支えを含め、患者に寄り添い、
企業、医療機関と連携もできる専門人材の養成）



■研修等による両⽴⽀援に関する意識啓発
当事者やその同僚となりうる全ての労働者や管理職に対して研修等を通じて意識啓発

■相談窓口の明確化等
労働者が安⼼して相談・申出を⾏える相談窓⼝及び情報の取扱い等を明確化

■休暇・勤務制度の整備
短時間の治療が定期的に繰り返される場合等に対応できる休暇・勤務制度を検討・導⼊
【休暇制度】時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇
※時間単位の年次有給休暇がある企業割合：16.2％（平成27年）
※病気休暇制度がある企業割合：22.4％（平成25年）

【勤務制度】短時間勤務制度、在宅勤務（ﾃﾚﾜｰｸ）、時差出勤制度、試し出勤制度
※短時間勤務制度を導⼊している企業割合：14.8％（平成26年）
※在宅勤務（ﾃﾚﾜｰｸ）を導⼊している企業割合：11.5％ （平成26年）

１治療と仕事の両⽴⽀援のため企業が取り組むべき環境整備

がん、脳卒中などの疾病を抱える従業員に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を⾏い、
治療と仕事が両⽴できるようにするため、職場における取組などをまとめた企業向けの「ガイドライ
ン」を公表（平成28年２⽉23日）

概要

治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン ①



主治医 労働者
意⾒書

業務内容等

両⽴⽀援プラン

意⾒書提出

作成

治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン ②

会 社

２ 個別の両⽴支援の進め方

① 労働者が事業者へ申出
・労働者から、主治医に対して、業務内容等を記載
した書面を提供

・それを参考に主治医が、症状、就業の可否、作業
転換等の望ましい就業上の措置、配慮事項を記載
した意⾒書を作成

・労働者が、主治医の意⾒書を事業者に提出

② 事業者が産業医等の意⾒を聴取

③ 事業者が就業上の措置等を決定・実施
・事業者は、主治医、産業医等の意⾒を勘案し、労
働者の意⾒も聴取した上で、就業の可否、就業上
の措置（作業転換等）、治療への配慮（通院時間
の確保等）の内容を決定・実施
※「両⽴⽀援プラン」の作成が望ましい



病気の治療と両立に向けた
トライアングル型支援のイメージ図

とりわけ、両立支援コーディネーターは、主治医と会社の連携の中核となり、患者に寄り添いながら継続的に相談支援を行い
つつ、個々の患者ごとの治療・仕事の両立に向けたプランの作成支援などを担う。両立支援コーディネーターには、医療や心理
学、労働関係法令や労務管理に関する知識を身に付け、患者、主治医、会社などのコミュニケーションのハブとして機能するこ
とが期待され、こうした人材を効果的に育成・配置し、全国の病院や職場で両立支援が可能となることを目指す。
加えて、今や子供100万人のうち4.7％が体外受精によって出生されており、不妊治療と仕事との両立についても、問題を抱

えている。不妊治療への支援については、医療面だけでなく就労・両立支援にまで拡大して実施する。

働き方改革実行計画（抄）（平成２９年３月２８日 働き方改革実現会議決定）



大阪府地域両立支援推進チーム

１．目的
治療と職業⽣活の両⽴⽀援を効果的に進めるため、⼤阪府における関係者のネッ

トワークを構築し、両⽴⽀援の取組の連携を図ることを⽬的とする。

２．構成（参集者は、以下の者で構成する。）
ア 日本労働組合総連合会大阪府連合会の推薦者
イ 関⻄経済連合会の推薦者
ウ 大阪労働基準連合会(労働衛生関係団体)
エ 大阪府医師会
オ ⼤阪府健康医療部保健医療室健康づくり課
カ （独）⼤阪府⽴病院機構⼤阪国際がんセンター がん相談支援センター
キ 大阪産業保健総合支援センター
ク ⼤阪労災病院治療就労両⽴⽀援センター
ケ 大阪府社会保険労務士会の推薦者
コ ⽇本医療社会福祉協会の推薦者
サ 日本産業カウンセラー協会の推薦者
シ 日本キャリア開発協会の推薦者
ス 健康経営アドバイザーアドバイザー
セ その他、必要に応じ、両⽴⽀援に先進的に取り組む企業、医療機関、地元大学
等の有識者、若年性認知症⽀援コーディネーター等⾃治体等に設置する疾病を
抱える労働者の⽀援を⾏う者



大阪府地域両立支援推進チーム

（１）「大阪版」パンフレット等の作成
【パンフレットの趣旨】

両⽴支援のガイドライン及び地域の支援窓口、相談窓口、各参集機関の取
組みの周知を⾏うためのパンフレット等を作成予定
①患者向け「大阪版」パンフレット等の作成
②企業向け「大阪版」パンフレット等の作成

（２）大阪産業保健総合⽀援センターのホームページを活⽤した両⽴⽀援の周知

（３）各自治体あてに各自治体のホームページから大阪産業保健総合支援センターの
ホームページへのリンク要請

（４）セミナー等の開催
平成30年1月頃開催予定 企業向けのセミナーを開催予定

３．平成29年度 「⼤阪府地域両⽴⽀援推進チーム」の取組み事項



3.化学物質対策

ひと、くらし、みらいのために



化学物質（危険物、有害物等）に起因する労働災害（休業4日以上）

資料出所：労働者死傷病報告



業種 原因物質 発生状況

中
毒
・薬
傷

化学工業
ジメチルチオホスホ
リルクロライド

化学製品製造工場において、被災者ら４名は、貯蔵物を排出し、苛性水により中和処理後送風機で5
日間乾燥させた貯槽内で、引き渡し前点検および残留物（水垢）の除去作業を行った。その後、眼に
充血、痛み等を自覚し、両目角膜びらん、両目角膜炎と診断された。

化学工業
ジシクロヘキシルカ
ルボジイミド（DCC)

医薬中間体の製造工程において、反応促進のために使用するジシクロヘキシルカルボジイミド（DCC)
の入ったポリタンクが横転して漏えいし、揮発した際に被災者の目に入り、角膜損傷となった。

電気機械器
具製造業

1,1,1,4,4,5,5-ヘプタ
フルオロ-3-オキサ
ペンタン

工場の洗浄室内の洗浄機から洗浄液が漏洩していたことに気付いた被災者が、洗浄室内で換気等
の対処を行っていたところ、気分が悪くなり、意識を失った。救急搬送され、ハイドロフルオロエーテル
中毒と診断された。

化学工業
パラ－クロロアニリ
ン

被災者は、粉砕機を使用して結晶状のパラクロロアニリンを粉砕する作業を行っていた。作業終了後、
控室にて休憩を取っていたが、その後、気分が悪くなり倒れた。アニリン中毒と診断された。

建設業 アルカリ性の水
被災者4名が地下貯水槽の解体工事において、貯水槽内で水に浮いた吹き付け材の回収作業を
行っていたが、ゴム長靴内に浸水し、足に炎症を起こした。貯水槽の天井をはつる際に生じた細かな
コンクリートがらが、貯水槽内に落下し、水がアルカリ性になっていた。

爆
発
・火
災

化学工業
クロロシランポリ
マー等

水冷熱交換機内部の残渣物（クロロシランポリマー等）を水洗浄するため、熱交換器のカバーを取り
外す作業を行っていたところ、数秒後に熱交換器内で爆発が発生し、当該カバー（300kg）が吹き飛び、
衝撃で周辺で作業中の労働者が被災した。

化学工業 アクリル酸
製造所内のアクリル酸を製造するプラントの不純物を含む濃縮アクリル酸を一時的に貯蔵するタンク
で、重合反応が起こり内圧が上がって爆発し、それにより飛散した高温のアクリル酸（重合物を含む）
を浴び多くの労働者が被災した。

・有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則の対象物質による災害、一酸化炭素中毒による災害
（厨房、コンクリート養生など）が引き続き発生

・以下は、特別則の対象となっていない物質や作業に伴う災害の事例（平成26年発⽣分）

災害事例



オルト－トルイジンの特定化学物質への追加（特定第2類物質、特別管理物質）

化学物質に関する政省令の改正

福井県の化学工場における膀胱がん事案（平成27年12月）

経皮吸収対策関係についての改正 （汚染時の洗浄の義務）（保護衣等の使用の義務）

３，３’-ジクロロ-４，４’-ジアミノジフェニルメタン（MOCA）に関する規制

「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価」
（有害物ばく露作業報告）

三酸化二アンチモンの特定化学物質への追加（管理第2類物質、特別管理物質）

平成29年４月１日施行

平成29年６月１日施行

平成29年１月１日施行



ラベル・SDS交付の努力義務
（則第24条の14及び第24条の15）
リスクアセスメントの努力義務 （法第28条の2）
一般的健康障害防止措置 （法第22条）
（有害原因の除去、ガス等の発散の抑制、保護具の備付け
等）

ラベル表示義務 （法第57条）
SDS交付義務 （法第57条の２）
リスクアセスメント実施義務
（法第57条の３）
※ラベル表示義務の拡大、リスクアセスメント実施義務化
は平成28年６月１日施行

製造禁止 （法第55条） ８物質

特別規則 121物質
（物質の特性に応じ、局排等の工学的対
策、保護具の使用、健康診断、作業環境
測定等の措置を事業者に義務付け）

新規化学物質の届出

重度の健康障害が生ずるも
の、十分な防止対策なし

重篤な健康障害が
生ずるおそれ、

特にリスクの高い業務あり

産衛学会・ACGIHで
許容濃度の勧告がある等

労働者に危険又は健康障害が生
ずるおそれ

労働安全衛生関係法令における化学物質管理の体系

【有害物ばく露作業報告】
※作業内容、消費量等を
事業者が報告

【初期リスク評価】

・有害性評価
・ばく露評価※

作業態様等から
高いリスクあり

【詳細リスク評価】

・有害性評価
・ばく露評価※

※作業内容等の調査
及び個人ばく露測定

石綿等

663
物質

規制の程度

PCB等 製造許可 （法第56条） ７物質

【国のリスク評価】

産衛学会・ACGIHで
新たに許容濃度が勧
告された物質

届出の際、強い変異原性が確認された物質

動物での発がん性が確認された物質等

健康障害防止指針による指導（法第28条第３項）

ばく露低減措置の指導（通達）

措置
検討

規制の見直しスキーム

専門家によ
る検討

約6万
物質

（平成28年6月1日時点）

注：物質数はH29.6.1現在



労働者の健康障害予防のために労働者の健康障害予防のために

製造・輸入業者による
化学物質の危険性・有害性に関する情報の把握

把握した情報の関係事業者等への伝達（SDS等）

事業者によるリスクアセスメントの実施

結果を踏まえたリスク低減措置の実施
（使用中止・代替化、局所排気装置等の設置、保護具の使用等）



〜H28.5.31 改正前 改正後 H28.6.1
製造禁止

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
に

基
づ
く
措
置
の
努
力
義
務
）

安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト

（
Ｓ
Ｄ
Ｓ
）
交
付
義
務

（
Ｓ
Ｄ
Ｓ
交
付
努
力
義
務
）

製造禁止

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
義
務

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

努
力
義
務
）

安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト

（
Ｓ
Ｄ
Ｓ
）
交
付
義
務

（
Ｓ
Ｄ
Ｓ
交
付
努
力
義
務
）

石綿等 重度の健康障害あり
（十分な防止対策なし）

健康障害多発
（特にリスクの高い業務あり）ＰＣＢ等

健康障害発生
（使⽤量や使用法
によってリスク
あり）

8物質

121物質

663物質

約6万物質

胆管がん
発生

特
別
規
則（

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
努
力
義
務
）

（
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
に

基
づ
く
措
置
の
努
力
義
務
）

特
別
規
則

（
ラ
ベ
ル
表
示
努
力
義
務
）

ラ
ベ
ル

表
示
義
務

（
ラ
ベ
ル
表
示
努
力
義
務
）

ラ
ベ
ル

表
示
義
務

拡
大膀胱がん

発生

注：物質数はH29.3.1現在

化学物質のリスクアセスメントの義務化※1及びラベル表示義務対象の拡大※2について

※1：平成26年6月の労働安全衛生法改正による。※2：平成27年6月の労働安全衛生法施行令の改正による。 ■施⾏日 平成28年6月1日

【改正趣旨】
今回の改正は、人に対する一定の危険有害性が明らかになっている化学物質について、起こりうる労働災害を未然に防ぐため、事業者及び労働者がその

危険有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討･実施する仕組みを創設するものであり、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化
学物質及びその製剤について、①譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示、②安全データシート（SDS) の交付及び③化学物質等を取り扱う際
のリスクアセスメントの3つの対策を講じることが柱である。

【リスクアセスメントの義務化】
○特に危険・有害な物質とされている特別規則の物質以外でも、使用量や使用法によっては労働者の安全や健康に害を及ぼすおそれがあり、対策を強化す
る必要。 ※胆管がん事案の原因物質は、発生時、特別規則の物質以外であった。

○一定の危険有害性が確認された物質についてリスクアセスメントを義務化。



施行後は危険有害性を有しているSDS交付義務対象物質が、ラベル表示された化学品として流通することになるので、
このラベル表示を効果的に活用することで、ユーザー企業でのSDSの確認及び適切なリスクアセスメント実施を促進す
る。すなわち、化学品を受け取った事業者が、ラベルを見て有害性等に気づき、アクション（SDSの確認とリスクアセスメ
ントの実施）を取るよう、川上（製造者等）から川下（ユーザー）までの各者の役割に応じた支援や地域全体の取組を促
進する対策をパッケージとして実施する。（「ラベルでアクション」プロジェクトの実施）

〜事業場における化学物質管理の促進のために〜

 ラベル表示の範囲が、663物質まで拡⼤され、ラベルのある化学品が多く流通。

 そこで、「ラベルでアクション」をキャッチフレーズに取組を促進
 事業者や労働者が化学品のラベルを⾒たら、アクション

 事業者、労働者は危険有害性を正しく認識し、リスク低減措置を確実に実⾏しましょう
 労働者それぞれがラベルの内容をしっかり理解できるよう、事業者はラベル教育を⾏いましょう
 化学品を出荷するメーカー、流通会社は、もれなくラベル表⽰をおこないます

事業者や労働者
ラベルを⾒て

危険有害性に気づく

SDSを確認
SDSがなければ供給元
に交付を求める

危険有害性に応じた
リスクアセスメント

を⾏う

厚⽣労働省では、★電話相談、訪問⽀援、★労働者の教育促進（資料の提供）、★危険有害性情報の伝
達促進など、様々な⽀援を⾏います。

○○○○・・
△△△△・・

事業者は

労働者は 絵表示で
危険有害性を確認

リスクアセスメントの
結果をみて対策を⾏う

「ラベルでアクション」「ラベルでアクション」


